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エアコン、電気冷蔵庫、ＬＥＤ照明器具 で、 

次の共通の要件の全てに該当し、個別の要件を満たすものです。 

 

■共通の要件 

○令和７年１月２８日（火）から令和８年１月３１日（土）までの間に補助対象製品を購入 

し、設置が完了したもの （納品待ち又は設置が未完了の状態では申請できません） 

○現在、ご家庭で使用されているものの撤去を含め、買い替えたもの　（新たに設置するものは対象外） 

○阿南市内の販売店又は事業所において購入したもの （インターネットなど通信販売での購入は対象外） 

○新品（未使用品）のもの　（使用済みのものは対象外） 

○自ら購入したもの　（リース、レンタルは対象外） 

○阿南市内のご自宅で使用するもの　（事業用として使用するものは対象外） 

 

■個別の要件

１　補助対象製品 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 対象製品 要件 省エネ基準

 

エアコン
省エネ基準達成率 

100％以上のもの

目標年度 

2027 年度

 

電気冷蔵庫
省エネ基準達成率 

100％以上のもの

目標年度 

2021 年度

 

LED 照明器具

白熱球や蛍光灯から 
ＬＥＤ照明に買い替え 
る５千円以上のもの 
で、住宅の屋内に固 
定して使用するもの

ＬＥＤ製品であれば

省エネ性能等は 

問いません
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２　対象製品を「省エネ型製品情報サイト」で確認する方法 

 

対象製品は、資源エネルギー庁が提供する「省エネ型製品情報サイト」で確認することができます。 

 

 　URL　https://seihinjyoho.go.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※家電量販店などのオリジナル製品は、上記のサイトを検索しても表示されない場合があります 

ので、各メーカー等にお問い合わせください。 

 

エアコンをクリックすると 

次の画面が表示されます

目標年度が 2027 年度であることを確認

省エネ基準達成率

が１００％以上の

製品が補助対象

製品です。

❶

❷

確
認

確
認

【エアコンを検索する場合】
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３　省エネ基準達成率と目標年度について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□エアコンは、目標年度が「２０２７年度」で、 

□電気冷蔵庫は、目標年度が「２０２１年度」で、 

□いずれも省エネ基準達成率が１００％以上の製品が対象 

※ＬＥＤ照明器具については、特に問いません。 

 

目標年度の省エネ基準達成率 100％以上である製品の確認方法 

販売店等でご確認いただくか、「省エネ型製品情報サイト」（P2 で紹介）で検索してください。  

 

 

 

４　補助金の交付対象者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

統一省エネラベル

次の要件の全てに該当する方 です。 

 

　○ 申請日において市内に住所を有し、住民基本台帳に記録されている１８歳以上の方 

　○ 同一世帯にこの補助金の交付決定を受けた方又は受ける見込みのある方がいない方 

　○ 市税等を滞納していない方 

　○ 暴力団員でない方又は暴力団及び暴力団員と密接な関係を有していない方

目標年度

達成率が 

１００％以上 

のもの電気冷蔵庫は

2021 年度

エアコンは

2027 年度
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補助金の額は、補助対象経費（補助対象製品の本体購入価格（税抜））に補助率（５分の１）を

かけて算出した額と、１台当たりの上限額のいずれか低い方の額とします。 

なお、申請台数に上限を定めています。 

 
 

補助金の額は、ＡとＢのいずれか低い方の額 

 

※対象製品を複数購入された場合は、１台ごとに計算して合算した額

本体購入価格（税抜価格）以外の経費は、補助対象外 

となりますので、全て申請者のご負担となります。例えば、次のような経費です。 

 

○ 製品の取付け・撤去工事費　　　　　　　　　　　○ 消費税及び地方消費税相当額 

○ 収集・運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○ 提出書類の作成及び提出に係る費用 

○ 既存機器の処分費（家電リサイクル料金）　　○ 延長保証料

Ａ　本体購入価格（税抜）の ５分の１の額 （千円未満は切捨て） 

Ｂ １台当たりの上限額

５　補助金の額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　※本体購入価格（税抜）が 5,000 円未満の製品の購入費に対する補助金は交付されません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６　補助対象外経費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家電の種類
１台当たりの

上限額 申請台数の上限

50,000円 

20,000円 

市内本店 30,000円 

市外本店 10,000円 

市内本店 15,000円 

市外本店 5,000円 

5,000円 

2,000円 

規格・補助区分

市内本店 

市外本店 

市内本店 

市外本店 

【購入店について】

　  市内本店とは「市内に本社・本店がある販売店」をいいます。

　  市外本店とは「市内に本社・本店がない販売店」をいいます。

エアコン
電気冷蔵庫と
エアコンは
どちらか

１台に限る電気冷蔵庫

350ℓ
以上

350ℓ
未満

LED照明器具
ＬＥＤ照明器具

５台まで
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７　補助金交付申請額の算出方法 

 

【購入例】 

市内に本社・本店のある販売店等において 

値引後２０万円（税抜）の電気冷蔵庫（３６５ℓ）１台、２４,５００円（税抜）のＬＥＤ照明器具３台を購入 

 
 

領収金額　310,310 円（税込）　　　　　　　　　　　　領収日　令和７年３月１日 

 

１　電気冷蔵庫　型番○○‐○○○○　１台　210,000 円（税抜）　☚ 対象 

値引　-10,000 円　　　　 ☚ 考慮 

２　ＬＥＤ照明　型番○○‐○○○○ 

　　　　　　　　単価 24,500 円（税抜） ３台　 73,500 円（税抜）　☚ 対象 

３　取付工事費　　　　　　　　　　　３点　　3,000 円（税抜）　☚ 対象外 

４　収集運搬料　　　　　　　　　　　１点　  1,300 円（税抜）　☚ 対象外 

５　リサイクル料（電気冷蔵庫）　　　１点　　4,300 円（税抜）　☚ 対象外 

 

　　明細小計　　　　　　　　　　　　　　　282,100 円（税抜） 

　　消費税及び地方消費税　　　　　  　　　 28,210 円　☚ 対象外 

　　税込価格計　　　　　　　　　　　　　　310,310 円 

　　 

 

　　　　支払金額（合計）　　　　　　　　　　　310,310 円（税込） 

 

　　（内訳）ポイント利用　　　　　　　　　　　 10,000 円　☚ 考慮しない 

　　　　　　クレジットカード（一括払い）　　　300,310 円 

 

 

【補助金の額の算出方法】　※本体購入価格（税抜）を基に、対象製品 1 台ごとに計算します。 

 

□　 電気冷蔵庫　値引後 200,000 円×1/5＝40,000 円　→　（上限の方が少ない 30,000 円）❶ 

□　 ＬＥＤ照明　 24,500 円×1/5＝ 4,900 円　→（千円未満切り捨てにより 4,000 円） 

　　　　　　 　 １台当たりの補助金の額 4,000 円×３台＝12,000 円　❷ 

□　 合 計　30,000 円＋12,000 円＝42,000 円 （❶＋❷） 

 

　【補助金交付申請額】 

　　上記の場合の補助金交付申請額は　４２,000 円　となります。 

 

※国、県その他の団体の補助制度と併用する場合は、補助対象経費の額（上記の例では 200,000 円（税

抜）又は 73,500 円（税抜））から当該補助制度で受ける補助金の額を控除することとなります。 

 

補助金交付申請額は、「対象製品購入明細書兼補助金交付申請額計算書」 

（様式第２号）により算出してください。 

市内に本店
のある販売店で 
350ℓ以上の電気
冷蔵庫を購入し
た場合の補助金 

の上限額
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８　事前の確認事項 

 

申請を検討される 際に、次のことをご確認ください。 

□ 補助対象製品の要件（P1） 

□ 補助金の交付対象者の要件（P３） 

□ 補助金の額（P4） 

□ 補助対象外経費（Ｐ４） 
 

ご購入又は申請される前 に、次のことをご確認ください。 

□ 補助金交付申請・請求の受付期間中であっても、申請額の累計額が予算の額に達した時点で、受

付を終了すること。また、その受付終了日に予算額を上回って複数の交付申請を受け付けた場合

は、抽選により交付を決定することとしていますので、あらかじめご承知おきください。

なお、申請額の累計額（予算残額）は、市ホームページにおいて、随時お知らせします。 

□　購入しようとする家電製品が、補助対象の要件（P1）を満たしているかを確認し、お間違いのない

ようにしてください。 

□ 補助金の額は、１,０００円未満の端数を切り捨てるため、本体購入価格（税抜価格）が 5,000 円未

満の製品に対する補助金は交付されません。特に、LED 照明器具を購入される際は、ご注意くだ

さい。 

□ 補助金交付申請書に、「対象製品に買い替えたことを証明する書類」を添付していただくこととな

っていますが、LED 照明器具に取り替える場合は、そうした書類がありませんので、機器等の設

置前と設置後の写真を撮っておくことを忘れないようにしてください。 
 

お支払いの際 に、次のことをご確認ください。 

□ キャッシュレス決済（クレジットカード、電子マネー、コード決済等）により一括支払いした場合も領

収書は必要です。なお、クレジットカードで支払った場合は、支払区分が「一括払い」と明記された

書類の写しも必要です。 

□ ポイントやクーポン券による支払いでも構いませんので、ご利用ください。 

□　値引（割引）がある場合は、値引後の価格とします。ご不明な場合は、お問い合わせください。 

□　分割払い期間中やボーナス一括払い等で支払いが終了していない場合は申請できません。

□ エアコン又は電気冷蔵庫を購入される際は、リサイクル料金（補助対象外経費）を支払った上で、

特定家庭用機器廃棄物管理票（リサイクル券）を受け取り、その写しを提出してください。 

□ 領収書の様式は問いませんが、次の内容が記載されているかを確認してください。 

 

 

 

□ ５万円以上の領収書等には、収入印紙（消印されたもの）が貼られている必要があります。 

ただし、申告納付の特例制度の税務署長承認を受けている又はクレジットカードで支払った

ことが明記されている場合は不要です。 

□ 領収金額に補助対象外経費（対象外の家電製品の購入費や取付工事・運搬費、家電リサイクル料、

消費税等の額など）が含まれている場合は、その内訳がわかるようにしていただく必要があります。 

宛名（交付申請者の氏名）、領収金額（税込）、購入した製品名、品番（型番）、 

本体購入価格（税抜価格）、個数、販売店等の名称及び所在地
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９　購入から補助金交付までの手続の流れ 

 

❶　対象製品への買替え及び設置は、令和７年１月２８日㈫から令和８年１月３１日㈯までの間に行

ってください。ただし、次の❷のことにご留意ください。 

❷ 補助金交付申請・請求は、令和７年２月１０日㈪から受付します。受付期間は、令和８年２月１０

日㈫までとなっていますが、申請額の累計額が予算の額に達した時点で、受付期間中であって

も受付を終了します。その場合、同日に予算額を上回る複数の交付申請を受け付けた場合は、

抽選により交付決定を行います。申請額の累計額は、市ホームページにおいて、随時お知らせ

します。 

❸ 市において提出書類を審査し、補助金の交付及び交付額を決定したときは、交付申請者に対

して「交付決定兼交付額確定通知書（様式第３号）」により通知します。それ以外の方には、「交

付審査結果通知書（様式第４号）」により、不採択の旨を通知します。 

❹ 補助金は、交付予定日に交付申請者本人の口座に振り込みますので、ご確認ください。 
 

※❸と❹の手続は、随時行います。 

 年月 申請者 市

 

１月

 

 

 

２月

 

１月

 

２月

 

３月

❷補助金交付申請・請求

交付決定等の確認 
振込予定日の確認

3 月 31 日までに事業完了

申請額の累計額が 
予算の額に達した 
時点で受付終了 

申請額の累計額は 
市ホームページで 
随時お知らせ

28 日㈫　広報開始 

　　　　相談窓口開設

❹口座振込

令和７年

令和８年 ❸交付決定等の通知

入金確認

25 日㈮　事業開始

❶対象製品への買替え・設置

１月 28 日㈫～令和８年１月 31 日㈯

10 日㈪　受付開始 

　　　　審査等

２月 10 日㈪～令和８年２月 10 日㈫
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２ F

202

会議室

203

会議室

204

会議室

205

会議室

206

会議室

207

会議室

208

会議室

野球のまち推進課

商工戦略課

環境管理課

環境保全課
脱炭素推進室

観光交流課

市民生活課

市民活動支援室

市民ロビー

展示スペース

１０　補助金交付申請・請求の方法 

 
 

　　補助金交付申請・請求に必要な書類を作成の上、受付期間内に電子申請、郵送

又は持参のいずれかの方法により、「阿南市 環境保全課 脱炭素推進室」まで

提出してください。なお、提出に係る費用は、申請者のご負担となります。 

　　また、電子申請は、市ホームページのバナー「電子申請」から徳島県電子自治体共同シス

テムにアクセスし、「手続き一覧」からこの補助金申請を選択して申請してください。 

 
 

【申請・請求の受付期間】 

令和７年２月10 日（月）～ 令和８年２月10 日（火）まで 

 

 

【ご留意ください】 
 

受付期間前に提出されたものは受付できませんのでご留意ください。 

なお、受付期間は令和８年２月１０日㈫までですが、受付期間中であっても申請

額の累計額が予算額に達した時点で受付を終了します 。 
 

その場合、受付終了日に予算額を上回る複数の交付申請を受け 

付けた場合は、抽選により交付決定を行います。 

なお、申請額の累計額（予算残額）は、市ホームページで随時お知
らせします。 

 
 

【提出先】 
 

阿南市役所　２階 

環境保全課　脱炭素推進室 

〒774-8501　 

阿南市富岡町トノ町１２番地３ 

 

受付時間　平日８：３０～１７：１５ 

※夜間・土日・祝日の受付は行っていません。 

 

 

 

 

市役所２階　 25番窓口

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

は
こ
ち
ら
か
ら

※必着
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１１　補助金交付申請・請求に必要な提出書類 

 
 

補助金交付金申請・請求時 に提出していただく書類は次のとおりです。 

　　　各書類の様式は、市ホームページに掲載しているほか、環境保全課（市役所２階）、各支

所・住民センター、椿泊及び伊島連絡所の窓口に設置しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※様式第１号に添付する書類（納税証明書を除く）の様式も作成していますのでご利用ください。 
 

 提出書類 参照

 ● 阿南市省エネ家電購入支援事業補助金交付申請書兼交付請求書（様式第１号） P10・P11

 

様式第１号 
に添付する 

書類

〇 交付申請者の本人確認書類の写し P13

 〇 補助対象製品に係る領収書等の写し P14

 〇 補助対象製品の製造会社が発行する保証書の写し P15

 〇 補助金の振込先口座が確認できる交付申請者の通帳等の写し P16

 〇 買い替えたことを証明する書類等（リサイクル券又は買替え前後の写真） P17・P18

 〇 令和７年１月２日以降に阿南市に転入した交付申請者については、 
令和７年１月１日に居住していた市区町村が発行した納税証明書

P19

 ● 対象製品購入明細書兼補助金交付申請額計算書（様式第２号） P12

❻　納税証明書

❺　買い替えたことを証明する書類等 

❹　交付申請者の通帳等の写し

❸　製造会社が発行した保証書の写し

❷　領収書等の写し

❶ 本人確認書類の写し

様式第２号 
 
対象製品購入明細書兼補助金交付申

請額計算書

様式第１号 
 
阿南市省エネ家電購入支援事業補助

金交付申請書兼交付請求書 
 

（裏面あり）

❺
は
、
購
入
し
た
家
電
の
種
類
に
よ
っ
て
、
添
付
す
る
資
料
が
異
な
り
ま
す
。

❻
は
、
令
和
７
年
１
月
２
日
以
降
に
阿
南
市
に
転
入
さ
れ
た
方
の
み
提
出
が
必
要

❶～❻は様式第１号の添付

書類です。 このうち、 

❶～❹は共通で、 

❺❻は右側の 

記載のとお 

りです。
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様式第１号（第７条関係） 

 

阿南市省エネ家電購入支援事業補助金交付申請書兼交付請求書 

 

　令和７年３月１日 

（申請先）阿南市長 

 

（申請者）住　　所　阿南市富岡町トノ町 12 番地 3　　　 

氏　　名　阿　南　太　郎　　　　　　　　　　 

生年月日　昭和 33 年 5 月 1 日　　　　　　 　 

　　　　　電話番号　22－1111　　　　　　　　　　　　 

 

阿南市省エネ家電購入支援事業補助金の交付を受けたいので、関係書類を添えて、次

のとおり申請します。 

なお、この補助金交付申請のため、私の市税等の納付状況及び住民基本台帳の記録の

状況について、市長が関係部局に報告を求めることに同意します。 

 

 
１　補助金交付申請額 金42,000円

※対象製品購入明細書兼補助金交付申請
額計算書（様式第2号）の❺の額を記載
のこと

 ２　購入した対象製品 

の種類（○で囲む）
エアコン 電気冷蔵庫 ＬＥＤ照明器具

 ３　購入した対象製品の

内訳及び設置年月日
対象製品購入明細書兼補助金交付申請額計算書（様式第２号）のとおり

 

４　対象製品の購入先

販売店等名 富岡デンキ　阿南本店

 所 在 地 阿南市富岡町トノ町1番地200

 電話番号 22-3795

 ５　その他の補助制度 

の併用（○で囲む）

なし・あり（制度名：　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

　　　　　（補助金額：　　　　　　　　　　　　　　　円）

 

６　添付書類

⑴　交付申請者の本人確認書類の写し 
⑵　補助対象製品に係る領収書等の写し 
⑶　対象製品の製造会社が発行する保証書の写し（交付申請者の氏名、

住所及び購入年月日が記載されたもの） 
⑷　振込先口座が確認できる交付申請者の通帳等の写し 
⑸　エアコン及び電気冷蔵庫の申請にあっては、特定家庭用機器廃棄物

管理票の写し 
⑹　ＬＥＤ照明器具の申請にあっては、買替え前後の機器の設置状況等

が分かる写真 
⑺　令和７年１月２日以降に阿南市に転入された方は、令和７年１月１

日に居住していた市区町村が発行した納税証明書 
⑻　前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

この申請書を提出する年月日

を記入してください。

対象製品購入明細書兼補助金交付

申請額計算書（様式第２号）で算出

した❺の額とし、「金○○円」と記載

してください。

１２　提出書類の作成例

該当する場合は、対象製品購

入明細書兼補助金交付申請

額計算書（様式第２号）の❷

の合計額を記載してください。

押印は 
不要です

複数の店舗等で購入した場合

は、記入欄を分割して、販売

店等名称等を記入してくださ

い。

表面
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＜補助金申請の確認・誓約事項＞ 

 

市において、阿南市省エネ家電購入支援事業補助金交付決定及び交付額が確定し

たときは、次の請求金額を振込先口座に振り込んでください。 

 

請求金額　　　　　　　金42,000円 
 

　振込先口座 

　※振込先口座は交付申請者本人の口座名義のものに限ります。

 
内　容

確認・誓約欄 
(☑チェックして 
ください。)

 
1 買替えを目的として購入した対象製品は、次の要件を満たしています。 
エアコン　　：省エネ基準達成率100％以上（目標年度2027年度） 
電気冷蔵庫　：省エネ基準達成率100％以上（目標年度2021年度） 
LED照明機器 ：住宅の屋内に固定して使用するもので、1台当たりの購

入価格（税抜）が5,000円以上のもの

□

 2 令和７年１月28日から令和８年１月31日までの間に対象製品を購入し、設置
も完了しています。 □

 3 購入した対象製品は、新品で未使用のものであり、中古品やリース、レン
タルではありません。 □

 4 購入した対象製品は、阿南市内の自宅で使用するものです。 □
 5 この補助金の交付申請を行うのは、今回が初めてです。 □
 

6 同一世帯で申請者以外の者が別にこの補助金を申請していません。 □

 7 申請に必要な関係書類を添付しています。 □
 8 市税等を滞納していません。 □
 9 補助金交付後において、申請内容と異なる使用をしていることが発覚し

た場合は、補助金の交付決定の一部又は全部を取り消され、補助金の交付
を受けている場合は、返還義務があることを確認しています。

□

 

金融機関名

銀行  
 

金庫  
 

農協 

支店名

本　店  
 

支　店  
 

出張所 

 預金科目 １　普通　　　２　当座

 

口座番号

 （フリガナ） アナン　タロウ

 
口座名義 　阿　南　太　郎

 ０ １ ２ ３ ４ ５ ６

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

阿南 富岡

内容を確認の上、間違いがなけ

ればチェックしてください。

申請者ご本人様の口座情報

を記載してください。

裏面



様式第２号（第６条関係）

対象製品購入明細書兼補助金交付申請額計算書（記入例） （単位：円）

※申請可能台数はエアコン及び電気冷蔵庫はいずれか1台、LED照明器具は5台までです。

内　訳

❶ ❷ ❸ ❹

購入金額
（税抜価格）

他の制度に
より補助を
受けた額

❶－❷の額
❸に１/５を
乗じた額

（千円未満切り捨て）

〇〇〇〇社 〇〇〇　　〇〇－〇〇〇〇 105 R7.2.1 R7.2.8 260,000 0 260,000 52,000 50,000 

50,000 

0 0 0 

0 

0 0 0 

0 

〇〇〇〇社 〇〇〇　　〇〇－〇〇〇〇 R7.2.1 R7.2.5 5,500 0 5,500 1,000 1,000 

〇〇〇〇社 〇〇〇　　〇〇－〇〇〇〇 R7.2.1 R7.2.5 17,500 0 17,500 3,000 3,000 

〇〇〇〇社 〇〇〇　　〇〇－〇〇〇〇 R7.2.1 R7.2.5 30,000 0 30,000 6,000 5,000 

0 0 0 

0 0 0 

9,000 

合計 4 ❺　 59,000 

補助金交付申請額の算出

補助限度額：購入店の本店登記が市内→５万円、本店登記が市外→２万円 小計　

補助限度額：購入店の本店登記が市内→3万円、本店登記が市外→1万円 小計　

補助限度額：購入店の本店登記が市内→１万５千円、本店登記が市外→５千円　 小計　

補助限度額（１台あたり）：購入店の本店登記が市内→5千円　本店登記が市外→2千円 小計　

この❺額を様式第１号の「１補助金交付申請額」の欄に記載してください。　

区分
購入
台数 製造会社名 機種・型番

省エネ基準
達成率
（％）

購入
年月日

設置完了
年月日

❹と補助限度額の
いずれか
低い方の額

エアコン 1

電気冷蔵庫
（３５０ℓ以上）

電気冷蔵庫
（３５０ℓ未満）

ＬＥＤ
照明器具

本体購入価格
5,000円以上

の製品

3

市内に本店登記を有する法人又は市内に住所及び

店舗等を有する個人事業主から購入した場合

エアコン購入し、補助金申請した場
合、電気冷蔵庫は申請できません。

12
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本人確認書類の写し　添付用紙 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　　　　コピーは、白黒でかまいません。 

 

 

 

 

 

 次のいずれか１点の写し

 
・マイナンバーカード（表面のみコピーしてください） 

・運転免許証 

・旅券 

・健康保険証 

・年金手帳

イメージ

添付❶
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領収書等の写し　添付用紙 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№　○○　 

領　収　書 

令和７年３月１日 

　阿　南　太　郎　　様 

 

（内、消費税及び地方消費税額　27,350 円） 

 

　　　　但し、電気冷蔵庫・LED 照明器具の代金として　　上記正に領収いたしました。 

　　　　〇〇会社　○○冷蔵庫　〇〇－○○　１台　２00,000 円（税抜）　 

　　　　〇〇会社　LED シーリング　〇〇－○○　３台　73,500 円（税抜）　 
〒774-8501 
徳島県阿南市富岡町トノ町 1 番地２００ 

 

富岡デンキ　阿南本店 

電話 0884-22-3795

￥300,850－

代表 
者印

収入印紙

印

 

領収書の様式は問いませんが、次の内容が記載されているものとします。 

① 宛名（申請者本人の氏名） 

② 領収金額（税抜額が分かる又は消費税及び地方消費税相当額の記載がある） 

③ 領収年月日 

④ 購入した製品名、品番（型番）、単価、個数 

⑤ 販売店等の名称及び所在地 

 

※領収金額に補助対象外経費（対象外の家電製品の購入費や取付工事・運搬費、家

電リサイクル料、消費税及び地方消費税の額など）が含まれている場合は、その内

訳を明記又は内訳がわかるものを添付してください。 

※販売店の所在地の記載について、例えば、「○○阿南店」のように、店名等で阿南

市内に所在すること分かる場合は、所在地の記載がなくても構いません。 

※領収書への押印は必須ではありませんが、偽造防止にご協力をお願いしています。 

※５万円以上の領収書等には、収入印紙（消印されたもの）が貼られている必要が

あります。ただし、申告納付の特例制度の税務署長承認を受けている場合又はク

レジットカードで支払ったことが明記されているものは不要です。 

※クレジットカードで支払った場合は、支払区分が「一括払い」と明記されたものの写

しも合わせて提出してください。

イメージ

添付❷

①

②

③

➄

領収金額が５万円以上の場合 
（印紙税申告納付承認又はクレジットによる一括払いを除く）

押印は必須ではありませんが、偽造防止

のためご協力をお願いしています。

②

④
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製造会社（メーカー）が発行した保証書の写し　添付用紙 

 

対象製品の製造会社名、製品名、品番又は型番のほか、交付申請者の氏

名、住所及び購入年月日が記載されたもの 

 

※氏名及び住所を記載する欄がないものは、余白に氏名等を自署してください。 

※販売店等の印の有無は問いません。また、販売店から発行される保証書を添付

する必要はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イメージ

○○冷蔵庫　保証書 

株式会社○○○○　

 品番 AA－BB0123 保証期間 本体１カ年

 お買い上げ日 令和 ７ 年 ３ 月 １ 日

 お
客
さ
ま

ご芳名　　阿 南 太 郎

 ご住所　　阿南市富岡町トノ町 12 番地３

 電　話　　２２-１１１１

 
販
売
店

所在地・店名　　阿南市富岡町トノ町 1 番地２００ 

富岡デンキ　阿南本店 

電話　0884-22-3795

○製造会社（メーカー）が発行した保証書の写し 

製造会社（メーカー）名、製品名、品番（型番）がわかるもので、購入

者の情報（交付申請者の氏名、住所、購入年月日等）が記載されたもの 

※氏名を記載する欄がないものは、余白に氏名を自署してください。 
※販売店等の印の有無は問いません。また、販売店から発行されるものは
　不要です。
※ＬＥＤ照明器具で保証書自体を発行していない場合は、購入した商品の
　品番等が確認できるものの写し（取扱説明書）を添付してください。 
 

交付申請者及び販売者の情報が記載

されたものを提出してください。

添付❸
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口座情報が確認できるものの写し 

 

 

申請者本人の通帳、キャッシュカード等の写しを添付してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コピーは、白黒でかまいません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通帳の表紙をめくり、店舗名、記号、番号の記載が 

あるページをコピーしてください。

添付❹
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エアコン又は電気冷蔵庫を買い替えた方のみ 

 

特定家庭用機器廃棄物管理票の写し 

 

特定家庭用機器廃棄物管理票とは「リサイクル券」のことです。５枚複

写のうち４枚目が「排出者控」となっていますので、その写しを添付して

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イメージ　 

（実物は大きいため、横にして貼っていただいて構いません）

○買い替えたことを証明する書類等 

 

　・エアコン又は電気冷蔵庫を買い替えた場合 

家電リサイクル法の規定により、エアコンや電気冷蔵庫を処分するた

めにリサイクル料金を支払う必要があり、その際、特定家庭用機器廃棄

物管理票（リサイクル券・５枚複写のうち４枚目が「排出者控」）が作成

されますので、その写しを提出してください。 

氏名欄は、「交付申請者の氏名」としてください。

添付❺

阿南 太郎

0884－22－３７９５
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ＬＥＤ照明器具を買い替えた方のみ 

 

買替え前後の機器の設置状況等が分かる写真 

 

※ＬＥＤ照明器具を複数買い替えられた方は、１台ごと にこの添付用紙を作成してください。 

 

 

 
買替え（設置）前

 

 
買替え（設置）後

 

添付❺

照
明
器
具
は
、
カ
バ
ー
を
外
し
た
状
態
で
撮
影
し
て
く
だ
さ
い
。

撮影例

撮影例
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　　令和７年１月２日以降に阿南市に転入された方のみ 

 

 

 

令和７年１月１日現在で居住していた市区町村から 

納税証明書の発行を受けて添付してください。 

 

 

 

この用紙に貼る必要はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付❻
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１３　交付決定・交付額確定通知 

 

交付申請があった場合には、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付の決定及

び交付する補助金の額の確定を行い、「阿南市省エネ家電購入支援事業補助金交付決

定兼交付額確定通知書」 （様式第３号）により、決定内容及びこれに付した条件を、交付決定

を受けた交付申請者に通知します。 

 

 

様式第３号（第９条関係） 

阿南市指令第○号 

　 

　　　　阿南市富岡町トノ町１番地 200 

　阿　南　太　郎　様 

 

阿南市省エネ家電購入緊急支援事業補助金交付決定兼交付額確定通知書 

 

令和７年３月１日付けで申請のあった阿南市省エネ家電購入支援事業補助金の交付に

ついては、阿南市省エネ家電購入支援事業補助金交付要綱第９条第１項の規定により、

下記のとおり決定及び確定したので、通知します。 

　　令和７年○月○日 

 

阿南市長　岩　佐　義　弘　　　　 

 

記 

 

１ 交付決定額 　　金４２，０００円 

 

２ 交付確定額 　　金４２，０００円 

 

３ 交付予定日　　 令和７年○月○日 

※通帳には「ｱﾅﾝｼｶｲｹｲｶﾝﾘｼｬ」と記載されます。 

 

４ 交付の条件 

　　⑴　補助金の交付の対象となった省エネ家電については、その設置の日から６年を経

過するまでの間、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲

渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。 

　　⑵　市長の承認を受けて取得した省エネ家電を処分することにより収入があった場合

には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。 

　　⑶　取得した省エネ家電については、事業の完了後においても善良な管理者の注意を

もって管理するとともに、その効率的な管理を図らなければならないこと。 

　　⑷　補助金の交付の条件に違反した場合において、補助金の交付決定を取り消され、既

に交付した補助金の返還を命じられたときは、速やかにその返還に応じること。 

　　⑸　前各号に掲げるもののほか、阿南市省エネ家電購入支援事業補助金交付要綱及び

阿南市補助金等交付規則の規定を順守すること。 

 

印
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１４　不採択となった場合 

 

審査の結果、不採択となった場合は、交付申請者に対して 「交付審査結果通知書」 （様式

第４号）　により、その旨を通知します。 

 

 

様式第４号（第９条関係） 

阿南○第○号 

　令和７年○月○日 

 

　阿　南　太　郎　　様 

 

阿南市長　岩　佐　義　弘　　　 

 

 

交付審査結果通知書 

 

 

　令和７年３月１日付けで申請のあった阿南市省エネ家電購入支援事業補助金に

ついて、審査の結果、以下の理由により不採択となりましたので、阿南市省エネ家

電購入支援事業補助金交付要綱第９条第２項の規定により通知します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

理　由 〇〇〇〇〇〇〇〇

印
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２ F

202

会議室

203

会議室

204

会議室

205

会議室

206

会議室

207

会議室

208

会議室

野球のまち推進課

商工戦略課

環境管理課

環境保全課

脱炭素推進室

観光交流課

市民生活課

市民活動支援室

　　　

 

 

 

 

脱炭素推進室 は、阿南市役所２階の環境保全課内にあります。 

 

　　市役所フロア図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

阿南市 環境保全課 脱炭素推進室 

 

　　　〒774-8501　阿南市富岡町トノ町１２番地３ 阿南市役所２階　環境保全課内 

　　　☎ ０８８４－２２－３７９５　　　e-mail  kankyou@anan.i-tokushima.jp 

　　　受付時間　平日　午前８時３０分～午後５時１５分　　※夜間・土日・祝日は、窓口業務を行っておりません。 

　　　市ホームページ（省エネ家電買替えキャンペーン） 

URL　https://www.city.anan.tokushima.jp/docs/2025012300045/

１５　問い合わせ先

こちら 
です


